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一　

は
じ
め
に

　

毛
利
敬
親
は
、
萩
藩
第
十
三
代
藩
主
で
あ
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
二

月
十
日
に
生
ま
れ
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
二
十
八
日
に
没
し
た
。
天

保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
家
督
を
受
け
継
い
で
以
降
、
本
藩
が
歴
史
の
表
舞
台

に
立
ち
続
け
た
こ
と
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
多
忙
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
敬
親
だ

が
、
折
に
触
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
う
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
三
十
首
が
、『
露

山
集
』
と
題
し
て
上
梓
さ
れ
た
。

　

稿
者
は
先
に
こ
の
『
露
山
集
』
の
注
釈
を
試
み
た
〔
１
〕。
本
歌
集
に
注
釈
を

施
す
こ
と
の
意
義
と
目
的
は
旧
稿
で
詳
述
し
た
が
、
近
年
、
歴
史
研
究
の
分
野

か
ら
再
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
毛
利
敬
親
と
い
う
藩
主
の
人
物
像
〔
２
〕

を
考
え

る
上
で
、
本
歌
集
が
好
個
の
資
料
と
な
り
得
る
旨
を
強
調
し
た
。
加
え
て
、
歌

集
内
の
歌
に
は
歴
史
的
な
事
件
に
際
し
て
の
詠
作
も
あ
り
、
敬
親
の
そ
の
折
々

の
心
境
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
旨
も
述
べ
、
そ
れ
ら
に
光
を

当
て
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
注
釈
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、
個
々
の
歌
を

通
し
て
の
敬
親
像
は
朧
げ
に
窺
わ
れ
る
も
の
の
、
全
体
を
通
し
て
の
普
遍
的
な

敬
親
像
に
言
及
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
露
山
集
』
の
成
立
の

時
期
な
ど
、
基
本
的
な
問
題
に
も
触
れ
得
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
旧
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
成
立
・
類
似
本
文
（
諸
本
と
は

敢
え
て
呼
ば
な
い
）
等
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
た
い
。
更
に
は
、
歌

集
全
体
を
通
じ
て
看
取
し
得
る
敬
親
詠
の
特
質
つ
い
て
も
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

二　
『
露
山
集
』
と
茶
室
「
露
山
堂
」

　
『
露
山
集
』
と
い
う
名
前
は
、
敬
親
の
愛
用
し
た
茶
室
「
露
山
堂
」
の
名
に

由
来
す
る
。

　

露
山
堂
に
関
し
て
は
、
明
治
時
代
に
露
山
堂
を
含
め
た
庭
園
「
香
山
園
」
を

管
理
し
て
い
た
日
野
政
治
の
文
章
〔
３
〕、
そ
の
歴
史
並
び
に
敬
親
顕
彰
の
露
山

堂
茶
会
の
歴
史
を
も
詳
細
に
記
し
た
臼
杵
華
臣
の
著
書
〔
４
〕、
建
築
学
か
ら
の

丹
羽
博
亨
の
言
及
〔
５
〕

な
ど
が
あ
る
。
近
年
、
上
符
達
紀
が
露
山
堂
移
築
保
存

の
背
後
に
見
ら
れ
る
敬
親
の
顕
彰
、
ひ
い
て
は
維
新
の
顕
彰
の
実
態
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
〔
６
〕。
そ
れ
ら
に
依
り
な
が
ら
、
簡
単
に
ま
と
め
る
。

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
萩
藩
は
藩
庁
を
海
防
面
に
不
安
が
あ
る
萩
か
ら

防
長
両
国
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
山
口
盆
地
へ
と
移
転
さ
せ
る
計
画
を
立
て
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る
。
攘
夷
決
行
に
先
立
っ
て
の
所
謂
「
山
口
移
鎮
」
で
あ
る
。
同
年
四
月
十
六

日
に
敬
親
は
山
口
の
中
河
原
の
御
茶
屋
に
入
り
、
そ
の
一
部
を
政
事
堂
と
し
て

政
務
を
執
り
、
六
月
三
日
に
は
山
口
永
住
を
藩
内
に
通
達
し
た
。
翌
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）、
現
在
の
山
口
県
庁
近
辺
を
中
心
に
し
て
建
物
の
新
築
整
備
を
企

図
し
、
同
年
十
月
十
六
日
に
竣
工
を
見
た
。

　

こ
の
時
、
構
内
西
側
の
小
山
の
傍
ら
に
設
け
た
茶
室
が
露
山
堂
で
あ
る
。
小

山
は
市
郎
右
衛
門
と
い
う
農
民
が
数
十
年
来
所
持
し
、
市
郎
山
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
敬
親
は
山
の
形
状
が
一
滴
の
露
珠
に
似
て
い
る
こ
と
と
「
市
郎
／
一
露
」

の
音
の
近
似
か
ら
山
の
名
を
「
一
露
山
」
と
改
め
、
茶
室
を
「
露
山
堂
」
と
命

名
し
た
。
さ
ら
に
正
親
町
三
条
実
愛
に
懇
望
し
て
「
露
山
堂
」
の
三
字
を
記
し

た
扁
額
を
揮
毫
し
て
も
ら
っ
た
。
当
時
、
藩
侯
に
拝
謁
す
る
に
は
格
式
が
決

ま
っ
て
お
り
、
小
臣
・
無
位
無
官
の
者
が
藩
侯
に
直
言
す
る
な
ど
不
可
能
に
近

か
っ
た
た
め
、
露
山
堂
で
の
茶
事
に
こ
と
よ
せ
て
、
貴
賤
上
下
貧
富
を
問
わ
ず

に
招
き
入
れ
、
国
事
に
つ
い
て
の
率
直
な
意
見
を
聞
い
た
と
い
う
。
敬
親
公
の

人
柄
を
窺
わ
せ
る
逸
事
で
あ
る
。

　

さ
て
、
露
山
堂
の
歴
史
を
い
さ
さ
か
詳
細
過
ぎ
る
ほ
ど
追
い
か
け
た
が
、
実

愛
書
の
「
露
山
堂
」
扁
額
は
、『
露
山
集
』
成
立
を
考
え
る
上
で
、
と
て
も
重

要
で
あ
る
。
五
章
で
改
め
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　

三　
『
露
山
集
』
の
成
立

　
『
露
山
集
』
の
成
立
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
翻
刻
を
お
こ
な
っ
た
田

中
助
一
は
次
の
よ
う
に
解
題
に
記
し
た
。

　
　

�

敬
親
の
没
後
遺
詠
を
集
め
て
「
露
山
集
」
と
い
う
歌
集
が
刊
行
せ
ら
れ
て

い
る
。
縦
一
八
・
五
糎
、
横
一
二
・
五
糎
の
大
き
さ
で
、
二
つ
折
奉
書
十

丁
か
ら
成
っ
て
い
る
小
冊
子
で
あ
り
、
巻
頭
に
前
大
納
言
正
二
位
正
親
町

三
条
実
愛
（
後
の
侯
爵
嵯
峨
実
愛
）
揮
毫
の
題
字
「
露
山
」
が
か
ゝ
げ
て

あ
る
。
そ
し
て
三
十
首
の
和
歌
が
採
録
し
て
あ
る
〔
７
〕。

　

田
中
が
一
重
傍
線
で
指
摘
す
る
通
り
、
稿
者
も
『
露
山
集
』
は
敬
親
没
後
に

そ
の
遺
徳
を
偲
ぶ
人
物
も
し
く
は
集
団
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
他
撰
遺
稿
歌
集
と

推
測
す
る
。
次
掲
の
書
誌
・
体
裁
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
は
配
り
本
（
施
印
本
）

と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
な
成
立
過
程
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
若
干
の
手
掛
か
り

も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
成
立
に
関
し
て
考
察
し
、
詳
細
は
外
部
徴
証
な
ど

の
新
資
料
の
発
見
に
俟
ち
た
い
。

　

ま
ず
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
所
蔵
の
『
露
山
集
』〔
８
〕

の
書
誌
を
簡
単
に

記
す
。

　
　

⑴
寸
法
、
縦
一
八
・
八
糎
×
横
一
二
・
八
糎
。

　
　

⑵�

表
紙
は
白
色
の
奉
書
紙
。
中
央
上
段
に
直
接
刷
っ
た
（
印
か
）
表
紙
題

「
露
山
集
」。
表
紙
下
部
に
薄
紅
色
の
草
花
の
空
押
し
文
様
。
裏
表
紙
上

部
に
薄
緑
色
の
草
花
の
空
押
し
文
様

　
　

⑶�

題
字
「
露
山
」
が
一
～
二
丁
（
丁
付
け
ナ
シ
）。
一
丁
オ
右
肩
に
「
対

青
山
依
緑
水
」
の
長
方
印
の
模
刻
、
中
央
に
「
露
」、
一
丁
ウ
に
は
中

央
に
「
山
」、
二
丁
オ
右
側
に
「
正
二
位
藤
原
実
愛
」、
同
左
側
上
段
に

「
藤
原
実
愛
」
印
（
陰
刻
）、
同
左
側
下
段
に
「
子
親
」
印
（
陽
刻
）。

二
丁
ウ
は
白
紙
。

　
　

⑷�
本
文
は
全
六
丁
（
行
数
八
行
）。
⑶
の
題
字
部
分
と
共
に
料
紙
は
奉
書

紙
（
前
掲
田
中
著
書
引
用
部
分
の
二
重
傍
線
参
照
）〔
９
〕。
匡
郭
は
四
周

単
辺
、
匡
郭
外
の
左
下
に
喉
丁
付
け
（
漢
数
字
の
み
）。

　
　

⑸�

本
文
一
丁
オ
に
巻
首
題
「
露
山
集
」、
そ
の
下
部
に
「
前
権
大
納
言
従

二
位
大
江
朝
臣
敬
親
」
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⑹
序
跋
、
奥
書
、
刊
記
な
ど
は
な
し
。

　

こ
の
う
ち
、
⑹
の
形
式
は
配
り
本
を
想
定
さ
せ
る
。
ま
た
、
⑵
の
表
裏
の
両

表
紙
に
紅
緑
の
草
花
模
様
の
型
押
し
、
⑷
の
本
文
料
紙
に
奉
書
紙
を
用
い
た
点

な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
て
、『
露
山
集
』
成
立
に
関
し
て
は
、
⑶
の
正
親
町
三
条
（
嵯
峨
）
実
愛

の
題
字
、
⑸
の
敬
親
の
位
官
が
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　

四　
「
前
権
大
納
言
従
二
位
大
江
朝
臣
敬
親
」
に
つ
い
て

　
『
露
山
集
』
巻
首
題
下
部
の
作
者
名
「
前
権
大
納
言
従
二
位
大
江
朝
臣
敬
親
」

は
、
成
立
年
代
確
定
の
手
掛
か
り
と
な
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
以
降
の

敬
親
の
官
職
・
位
階
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

元
年
９
月
18
日
…
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
左
近
衛
権
中
将
、
参
議

　
　

２
年
６
月
２
日
…
従
二
位
、
権
大
納
言

　
　

２
年
６
月
４
日
…
家
督
を
元
徳
に
譲
り
隠
居

　
　

３
年
６
月
７
日
…
麝
香
間
祗
候

　
　

４
年
３
月
28
日
…
山
口
の
新
御
屋
形
で
薨
去

　
　

４
年
４
月
29
日
…
贈
従
一
位

　
　

６
年
９
月
25
日
…
豊
栄
神
社
境
内
別
殿
に
忠
正
神
社
と
し
て
配
祀

　
　

９
年
10
月
27
日
…
忠
正
神
社
を
野
田
神
社
と
改
称

　
　

34
年
５
月
16
日
…
贈
正
一
位

　

右
を
一
瞥
す
れ
ば
分
か
る
が
、
敬
親
を
「
前
権
大
納
言
従
二
位
」
と
表
記
し

得
る
の
は
、
明
治
二
年
六
月
四
日
に
元
徳
に
家
督
を
譲
っ
て
以
降
、
従
一
位
が

追
贈
さ
れ
る
明
治
四
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
で
あ
る
。
加
え
て
、
該
本
が

配
り
本
と
な
る
と
敬
親
没
後
の
計
画
と
な
り
、
敬
親
薨
去
の
三
月
二
十
八
日
か

ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
の
ほ
ぼ
一
か
月
間
に
完
成
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
こ
の
年
に
は
閏
月
は
な
く
、
三
月
は
小
の
月
で
二
十
九
日
が
晦
日
で
あ
る
）。

　

敬
親
を
慕
う
人
物
が
、
敬
親
存
命
中
か
ら
そ
の
詠
を
手
も
と
に
控
え
て
い
た

と
し
て
も
、
題
字
を
書
い
た
嵯
峨
実
愛
は
、
敬
親
の
葬
儀
に
は
参
列
し
て
い
な

い
。
し
か
も
こ
の
時
期
、
実
愛
は
東
京
に
移
住
し
て
い
る
。
東
京
の
実
愛
に
題

字
を
依
頼
し
、
且
つ
受
け
取
っ
て
版
に
組
み
込
む
の
は
、
日
数
的
に
無
理
で
は

な
い
が
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
か
。

　
　
　
　
　

五　
『
露
山
集
』
の
実
愛
の
題
字

　

二
章
で
茶
室
「
露
山
堂
」
に
つ
い
て
概
要
を
見
た
が
、
そ
こ
で
述
べ
た
通
り
、

敬
親
は
正
親
町
三
条
実
愛
に
「
露
山
堂
」
の
扁
額
を
懇
望
し
て
い
た
。
そ
の
扁

額
は
現
在
も
露
山
堂
の
広
間
の
長
押
の
上
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　

次
掲
の
「【
写
真
Ｂ
】
露
山
堂
の
扁
額
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、「【
写
真
Ａ
】

『
露
山
集
』
の
題
字
部
分
」
に
一
丁
オ
か
ら
二
丁
オ
ま
で
を
一
括
し
て
掲
載
し
た
。
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見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、【
写
真
Ａ
】
の
「
露
山
」
は
【
写
真
Ｂ
】
を
そ
の
ま

ま
模
刻
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
写
真
で
は
見
に
く
い
が
、
関
防
印
・
実
愛

の
署
名
・
陰
陽
の
刻
印
も
模
刻
さ
れ
て
い
る
（
写
真
Ａ
の
三
つ
の
印
は
全
て
墨

印
、
写
真
Ｂ
・
Ｃ
は
朱
印
）。
ま
た
、
署
名
「
正
二
位
藤
原
実
愛
」
に
関
し
て

も
興
味
深
い
事
実
が
存
す
る
。

　

正
親
町
三
条
実
愛
は
、『
嵯
峨
実
愛
日
記
』（
原
題
・
続
愚
林
記
）〔
10
〕

を
残

し
て
い
る
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
露

山
堂
竣
工
と
そ
の
扁
額
の
記
事
は
日
記
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
注
10
の
吉
田
常

吉
に
依
る
解
題
と
『
千
代
の
古
道
』〔
11
〕

に
よ
っ
て
、
本
稿
に
関
係
す
る
実
愛

の
略
歴
を
纏
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�　

正
親
町
三
条
実
愛
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
一
）
十
二
月
五
日
生
ま
れ
、

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
十
月
二
十
日
没
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

の
東
京
遷
都
に
伴
っ
て
同
年
十
二
月
に
東
京
移
住
、
明
治
三
年
十
二
月
二

十
三
日
に
姓
を
嵯
峨
と
改
め
る
。
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
従
一

位
（
極
位
）。
実
愛
の
五
女
保も
り

姫ひ
め

は
明
治
三
年
に
毛
利
敬
親
の
養
女
と
な

り
、
同
年
閏
十
月
二
十
七
日
に
長
府
藩
第
十
四
代
（
最
後
）
の
藩
主
毛
利

元も
と

敏と
し

に
嫁
し
た
。
長
府
藩
は
萩
藩
（
長
州
藩
）
の
支
藩
で
、
現
在
の
下
関

近
辺
を
領
有
し
て
い
た
。

　

実
愛
は
明
治
元
年
十
二
月
の
東
京
移
住
後
、
刑
法
官
知
事
、
刑
部
卿
な
ど
を

歴
任
。
敬
親
が
薨
じ
た
時
に
は
大
納
言
で
あ
る
。
日
記
に
よ
る
と
、
敬
親
の
危

篤
薨
去
の
報
が
実
愛
に
齎
さ
れ
た
の
は
明
治
四
年
四
月
十
一
日
で
、
十
五
日
夕

刻
に
東
京
の
山
口
藩
邸
に
実
愛
自
身
が
弔
問
に
出
か
け
て
い
る
。
十
八
日
に
は

鏡
餅
・
神
酒
の
た
め
の
供
物
料
が
用
意
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
間
、
敬
親
の

遺
稿
歌
集
の
件
は
記
さ
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
実
愛
の
位
階
に
は
注
意
を
要
す
る
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

【写真Ａ－２】
『露山集』の題字部分２

【写真Ｂ】露山堂の扁額【写真Ｃ】Ｂの署名部分

【写真Ａ－１】
『露山集』の題字部分１
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正
月
に
従
二
位
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
正
月
に
は
正
二
位
に
昇
叙
、
明
治

二
十
一
年
に
は
極
位
の
従
一
位
に
昇
進
。
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、『
露
山

集
』
が
明
治
四
年
三
月
二
十
八
日
の
敬
親
没
後
の
一
か
月
ほ
ど
の
間
に
完
成
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
実
愛
の
位
階
は
「
正
二
位
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
で
正
し
そ

う
に
見
え
る
が
、
実
は
問
題
が
あ
る
。

　

実
愛
の
日
記
を
閲
す
る
と
、
明
治
三
年
十
月
十
五
日
に
次
の
よ
う
な
文
書
を

弁
官
に
提
出
し
て
い
る
〔
12
〕。

　
　

�

不
肖
実
愛

正
二
位
ノ
高
位
ニ
昇
リ
一
省
ノ
長
官
ニ
進
候
段
過
分
之
至
兼
而
深

恐
懼
ヲ
抱
候
上
今
般
大
納
言
拝
任
ヲ
蒙
リ
官
位
俱
ニ
高
貴
ヲ
極
候
段
昔
日

ニ
倍
シ
実
以
惶
惧
之
到
奉
存
候
何
卒
正
二
位
位
記
返
上
大
納
言
相
当
従
二

位
ニ
逆
退
之
儀
奉
懇
願
候
依
請
蒙　

天
許
度
伏
而
奉
冀
候
此
段
宜
預
御
沙

汰
候
也

　
　
　
　

庚
午
十
月
十
五
日�

実
愛　

　
　
　

弁
官
御
中

　

実
愛
は
正
二
位
で
刑
部
卿
に
ま
で
な
っ
て
い
た
が
、
傍
線
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
大
納
言
拝
命
を
機
に
相
応
の
従
二
位
へ
の
逆
退
叙
（
降
階
）
を
願
い
出
た
。

五
日
後
の
二
十
日
に
は
大
弁
（
坊
城
俊
政
）
か
ら
文
書
が
到
来
し
、
願
い
が
聞

き
入
れ
ら
れ
た
旨
を
日
記
に
記
す
。
ち
な
み
に
『
百
官
履
歴
』
に
依
る
と
、
実

愛
の
逆
退
叙
は
十
月
二
十
日
で
あ
り
、
特
旨
を
も
っ
て
正
二
位
に
復
し
た
の
は

明
治
十
一
年
十
二
月
二
十
九
日
で
あ
る
〔
13
〕。
よ
っ
て
、
実
愛
の
位
階
は
以
下

の
よ
う
に
変
わ
る
。

　
　

嘉
永
５
年
（
一
八
五
二
）
正
月
…
従
二
位
に
昇
叙

　
　

安
政
２
年
（
一
八
五
五
）
正
月
…
正
二
位
に
昇
叙

　
　

明
治
３
年
（
一
八
七
〇
）
10
月
15
日
…
従
二
位
に
逆
退
叙

　
　

明
治
11
年
（
一
八
七
八
）
12
月
29
日
…
正
二
位
に
昇
叙

　
　

明
治
21
年
（
一
八
八
八
）
１
月
20
日
…
従
一
位
に
昇
叙

　

敬
親
が
没
し
た
明
治
四
年
三
月
二
十
八
日
に
は
、
実
愛
は
従
二
位
で
あ
っ

た
〔
14
〕。
も
し
、『
露
山
集
』
冒
頭
の
「
露
山
」
な
る
題
字
が
敬
親
没
後
に
実

愛
に
依
頼
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
正
し
い
位
階
「
従
二
位
」
と
書
か
れ
た
で
あ

ろ
う
。
さ
に
あ
ら
ず
、「
正
二
位
」
と
さ
れ
て
い
る
事
実
、
か
つ
、
先
に
掲
出

し
た
写
真
の
文
字
の
近
似
か
ら
、
露
山
堂
の
扁
額
を
流
用
し
て
題
字
と
な
し
、

非
常
に
短
期
間
の
う
ち
に
歌
集
が
上
梓
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
而
し
て
、
敬
親
に
従
一
位
が
追
贈
さ
れ
る
同
年
四
月
二
十
九
日
頃
に
は
ほ

ぼ
刷
り
上
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
追
贈
は
故
人
と
な
っ
た
敬
親

に
と
っ
て
栄
誉
で
あ
り
、
版
木
に
埋
め
木
を
し
て
で
も
改
刻
す
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

六　

 『
毛
利
敬
親
公
詠
草
』『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』
と
『
露

山
集
』

　

山
口
県
文
書
館
に
、『
毛
利
敬
親
公
詠
草
』『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』

と
い
う
二
種
類
の
敬
親
歌
集
が
蔵
さ
れ
る
。
と
も
に
、『
露
山
集
』
と
同
一
歌

を
同
歌
数
（
三
十
首
）
掲
載
す
る
。『
露
山
集
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
若
干

の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

〔
甲
〕『
毛
利
敬
親
公
詠
草
』

　

請
求
番
号
は
「
県
史
編
纂
所
史
料
・
五
一
七
」。
表
紙
左
肩
に
「
毛
利
敬
親

公
詠
草
」。
全
六
丁
。
一
丁
オ
の
中
央
に
内
題
「
詠
草
」、
左
下
に
「
前
権
大
納

言
従
二
位
大
江
朝
臣
敬
親
」。
一
丁
ウ
白
紙
。
二
丁
オ
に
巻
首
題
・
作
者
名
（
一

丁
オ
と
同
一
）
続
け
て
、
和
歌
本
文
が
六
丁
ウ
ま
で
。
原
本
を
墨
筆
で
書
写
し

た
の
ち
、
墨
筆
で
校
正
を
施
す
。
本
文
は
版
本
『
露
山
集
』
と
同
一
（
た
だ
し
、
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漢
字
・
仮
名
の
異
同
あ
り
）。

　

六
丁
ウ
に
書
写
奥
書
が
あ
り
、
朱
筆
で
「
右
拠
山
口
市
鴻
嶺
神
社
所
蔵
本
今

謄
写
校
合
畢
／
昭
和
十
四
年
二
月　

山
口
県
史
編
纂
所
」
と
書
か
れ
る
。
昭
和

に
入
っ
て
か
ら
の
写
本
で
あ
り
、
格
段
取
り
上
げ
る
ほ
ど
で
も
な
か
ろ
う
が
、

傍
線
「
鴻
嶺
神
社
所
蔵
本
」
は
現
存
の
版
本
と
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
し
現
存
版
本
と
同
一
の
も
の
な
ら
ば
、
県
史
編
纂
所
が
わ
ざ
わ
ざ
書
写
す
る

必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
し
て
、
版
本
の
も
と
と
な
っ
た
本
文
を

有
す
る
写
本
が
鴻
嶺
神
社
（
現
在
の
山
口
大
神
宮
）
に
存
在
し
た
可
能
性
も
あ

る
。
そ
れ
を
示
す
点
で
こ
の
奥
書
は
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
そ
れ
以
上
の

こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
鴻
嶺
神
社
所
蔵
本
に
つ
い
て
も
未
詳
で
あ
る
。

〔
乙
〕『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』

　
『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』（
以
下
『
詠
草
』
と
略
）
の
請
求
番
号
は
、

「
毛
利
家
文
庫
・
四
・
忠
正
公
・
一
二
六
」。『
露
山
集
』
同
一
歌
を
三
十
首
筆

写
す
る
が
、
朱
筆
と
墨
筆
の
二
種
類
の
訂
正
の
跡
が
あ
る
。
朱
筆
で
の
訂
正
本

文
を
更
に
墨
筆
が
訂
正
し
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、「
朱
筆
、
次

い
で
墨
筆
」
の
順
で
本
文
の
推
敲
・
校
正
が
な
さ
れ
た
と
思
し
い
。
校
正
の
跡

を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、「
Ａ
：『
露
山
集
』
掲
載
歌
、
Ｂ
：

『
詠
草
』
の
和
歌
本
文
、
Ｃ
：『
詠
草
』
の
朱
筆
校
正
で
完
成
し
た
歌
、
Ｄ
：『
詠

草
』
の
朱
筆
を
さ
ら
に
墨
筆
校
正
で
完
成
さ
せ
た
歌
」
と
し
て
、
以
下
に
二
首

を
掲
出
す
る
。
Ｃ
の
二
重
線
は
Ｂ
と
異
同
の
あ
る
部
分
（
つ
ま
り
訂
正
さ
れ
た

部
分
）、
Ｄ
の
波
線
は
Ｃ
と
異
同
の
あ
る
部
分
（
朱
筆
の
Ｃ
を
更
に
墨
筆
で
訂

正
し
た
部
分
）
で
あ
る
。

【
１
番
歌
】
春
た
ち
け
る
あ
し
た

Ａ�

高
き
屋
に
千
さ
と
を
か
け
て
な
か
む
れ
は
き
の
ふ
に
か
は
る
は
つ
か
す
み
か

な

Ｂ
高
き
屋
に
千
里
を
か
け
て
詠
む
れ
は
昨
日
に
か
は
る
初
霞
か
な

Ｃ
高
き
屋
に
の
ほ
り
て
を
ち
を
詠
む
れ
は
昨
日
に
か
は
る
初
霞
か
な

Ｄ
高
き
屋
に
の
ほ
り
て
と
ほ
く
詠
む
れ
は
昨
日
に
か
は
る
初
霞
か
な

【
12
番
歌
】
弓

Ａ
君
か
世
の
つ
き
ぬ
た
め
し
と
あ
つ
さ
弓
は
る
は
や
し
ま
に
波
風
も
な
し

Ｂ
君
か
世
の
つ
き
ぬ
例
と
あ
つ
さ
弓
は
る
は
や
し
ま
に
波
風
も
な
し

Ｃ
つ
き
弓
の
つ
き
ぬ
し
る
し
と
君
が
代
の
は
る
は
や
し
ま
に
波
風
も
な
し

Ｄ
つ
き
弓
の
つ
き
ぬ
し
る
し
と
わ
か
国
の
や
し
ま
の
春
は
波
風
も
な
し

　
『
露
山
集
』
掲
載
歌
（
Ａ
）
と
『
詠
草
』
掲
載
歌
（
Ｂ
）
と
の
間
に
は
漢
字
・

仮
名
の
違
い
は
あ
っ
て
も
本
文
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
三
十
首
全
て

に
言
え
る
。
従
っ
て
『
詠
草
』
は
、
ま
ず
『
露
山
集
』
掲
載
歌
を
書
写
し
、
そ

れ
を
朱
筆
で
推
敲
し
て
更
に
墨
筆
で
も
再
考
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
朱
筆
の
推
敲
者
は
配
り
本
と
し
て
の
故
実
や
和
歌
の
慣
例
に
詳
し
く
な

か
っ
た
よ
う
で
、
28
番
歌
「
お
も
か
け
の
む
か
へ
は
見
ゆ
る
月
や
さ
は
む
か
し

を
う
つ
す
か
ゝ
み
な
る
ら
ん
」
の
歌
題
「
秋
懐
旧
」
を
長
文
歌
題
「
と
ほ
つ
お

や
常
栄
公
の
三
百
年
忌
に
秋
懐
旧
と
い
ふ
こ
と
を
」
に
改
め
た
と
こ
ろ
、
墨
筆

の
再
考
者
か
ら
細
字
で
「
も
し
朝
廷
へ
御
出
し
成
ら
は
常
栄
公
な
と
ゝ
は
御
書

な
さ
る
ま
し
く
〈
中
略
〉
忠
正
公
な
と
は
私
諡
ゆ
ゑ
外
へ
も
申
ま
し
き
事
」
と

注
意
書
き
が
付
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
推
敲
・
訂
正
を
施
し
て
い
る
朱
筆
と
墨
筆

は
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
上
山
氏
蔵
『
詠
草
』
が
、
い
つ
ご
ろ
何
の
た
め
に
書
写
さ
れ
朱
墨
二
筆

で
の
推
敲
が
な
さ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。『
露
山
集
』
の
歌
本
文
と
漢
字
・

仮
名
の
異
同
は
あ
る
に
せ
よ
、
同
一
歌
で
あ
る
点
か
ら
し
て
『
露
山
集
』
の
上

板
過
程
で
よ
り
よ
い
本
文
の
完
成
を
目
指
し
て
推
敲
し
て
い
た
が
、『
露
山
集
』

本
文
と
し
て
は
採
用
さ
れ
ず
に
残
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、『
露
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山
集
』
上
梓
後
に
何
ら
か
の
必
要
性
が
あ
っ
て
、
更
な
る
本
文
校
訂
を
目
指
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
右
に
見
た
28
番
歌
へ
の
墨
筆
の
書
き
入
れ
か
ら

す
る
と
、
天
覧
に
は
供
し
て
い
な
い
段
階
と
想
定
さ
れ
、『
露
山
集
』
上
板
途

中
で
の
副
産
物
の
可
能
性
が
や
や
高
い
か
。
素
性
の
判
然
と
し
な
い
『
詠
草
』

で
あ
る
が
、『
露
山
集
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
は
興
味
深
い
写
本
と
言
え
よ

う
。

　

な
お
、
該
本
は
「
上
山
氏
所
蔵
」
と
題
名
に
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
上
山
氏
」

な
る
人
物
を
確
定
す
る
手
掛
か
り
は
な
い
。
山
口
県
文
書
館
使
用
の
表
紙
中
央

に
「
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
」
と
直
書
き
さ
れ
、
一
丁
オ
の
内
題
「
詠
草
」

の
下
に
「
上
山
氏
蔵
書
」
の
角
印
（
朱
印
）
が
押
さ
れ
る
だ
け
で
、
奥
書
な
ど

は
な
い
。

　

た
だ
し
、
稿
者
は
こ
の
「
上
山
氏
」
と
は
、
露
山
堂
の
移
築
保
存
に
尽
力
し

た
上
山
清
也
の
一
族
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域

を
出
な
い
が
、『
詠
草
』
の
成
立
に
も
上
山
清
也
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た

の
で
は
な
い
か
。

　

上
山
清
也
は
、
も
と
萩
藩
の
大
組
を
務
め
た
北
条
氏
の
一
族
（
代
々
「
瀬
兵

衛
」
を
名
乗
る
者
が
多
い
）
で
、
八
代
北
条
瀬
兵
衛
氏
輔
の
弟
に
あ
た
る
福
原

八
郎
右
衛
門
延
世
の
次
男
で
あ
る
。
前
名
は
縫ぬ

い殿
泰
徳
と
言
い
、
維
新
前
後

に
は
国
事
に
奔
走
し
た
と
い
う
〔
15
〕。
明
治
二
十
六
年
九
月
に
は
豊
栄
神
社
宮

司
、
野
田
神
社
祠
掌
を
兼
務
し
た
と
記
録
に
残
る
〔
16
〕。
豊
栄
神
社
は
毛
利
元

就
、
野
田
神
社
は
毛
利
敬
親
を
各
々
祀
る
。
上
山
清
也
自
身
が
維
新
の
大
業
に

身
を
投
じ
て
い
た
関
係
か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
露
山
堂
茶
室
で
敬
親
と
一
碗
の

茶
を
喫
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
注
４
・
注
５
の
論
考
に
依
る
と
、
露
山
堂

は
敬
親
の
没
後
、
国
学
者
・
歌
人
の
近
藤
芳
樹
の
所
有
と
な
っ
て
中
河
原
の
芳

樹
宅
傍
ら
に
移
築
さ
れ
た
。
し
か
し
、
明
治
八
年
に
芳
樹
が
宮
内
省
出
仕
を
命

じ
ら
れ
て
上
京
す
る
と
、
上
領
暢
朔
な
る
人
物
の
所
有
と
な
っ
た
。
明
治
二
十

二
年
頃
、
露
山
堂
が
個
人
の
所
有
の
ま
ま
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
懸
念
し
た
関
係

者
ら
に
よ
っ
て
、
上
領
か
ら
露
山
堂
を
購
入
し
、
敬
親
の
墓
所
の
あ
る
香
山
公

園
に
移
築
し
て
遺
芳
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
。
松
陰
門
の
萩
藩

士
で
維
新
後
に
中
央
で
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
品
川
弥
二
郎
が
同
年
山
口
を

訪
問
し
た
際
に
こ
の
話
題
を
耳
に
し
て
賛
同
し
、
後
日
四
百
円
を
寄
付
し
て
い

る
。

　

こ
の
露
山
堂
移
築
計
画
推
進
の
中
枢
に
あ
っ
た
の
が
上
山
清
也
で
あ
り
、
注

６
の
上
符
論
文
で
は
、
当
時
の
所
有
者
上
領
暢
朔
が
床
柱
・
床
框
・
地
袋
な
ど

を
所
望
す
る
中
、
上
山
が
完
全
な
形
で
の
露
山
堂
移
築
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
を
、
品
川
弥
二
郎
宛
上
山
書
簡
を
も
と
に
考
察
し
て
い
る
。
な
お
、

上
山
清
也
は
「
か
つ
て
長
く
敬
親
の
側
近
を
勤
め
、
そ
の
薨
去
後
は
墓
所
に
仕

え
、
香
山
園
を
管
理
し
て
い
た
」〔
17
〕

と
い
う
。
敬
親
を
祀
る
野
田
神
社
の
詞

掌
を
務
め
た
と
い
う
事
実
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
上
山
の
敬
親
へ
の
尊
崇
の
念

と
顕
彰
の
思
い
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
山
清
也

が
、『
露
山
集
』
の
編
纂
・
上
板
の
過
程
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
、

こ
の
『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』
が
成
っ
た
（
遺
っ
た
）
可
能
性
は
低
く

は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　

七　

敬
親
歌
の
特
質

　

最
後
に
、『
露
山
集
』
の
歌
か
ら
窺
わ
れ
る
敬
親
歌
の
特
質
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

　

先
学
の
中
で
は
御
薗
生
翁
甫
が
『
露
山
集
』
に
つ
い
て
、「
全
篇
き
わ
め
て

の
ん
び
り
し
た
歌
調
で
、
安
政
四
年
海
防
の
こ
と
を
監
し
て
防
長
二
州
の
南
海

－�85�－



岸
を
巡
視
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
三
首
の
歌
さ
え
も
、
和
や
か
な
気
分
が
漂
う
て

い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
勤
王
の
倡
首
を
な
し
た
公
の
歌
集
と
し
て
異
彩
を
放

つ
の
で
あ
る
」〔
18
〕

と
指
摘
し
た
。
稿
者
も
こ
れ
に
左
袒
し
た
い
。
御
薗
生
の

指
摘
し
た
三
首
は
以
下
の
通
り
〔
19
〕。

　
　
　
　
　

�
安
政
四
年
弥
生
ば
か
り
海
防
の
こ
と
に
つ
き
て
南
の
浦
々
ど
も
見

ん
と
て
へ
め
ぐ
ら
ひ
け
る
折
、
佐
野
の
手
向
け
に
て

　
　

６�

周
防
な
る
佐
野
の
手
向
け
を
来
て
見
れ
ば
聞
き
し
に
ま
さ
る
眺
め
な
り

け
り

　
　

７�

不し
ら
ぬ
ひ

知
火
の
筑
紫
路
か
け
て
う
ち
霞
む
佐
野
の
手
向
け
の
春
の
の
ど
け
さ

　
　
　
　
　

同
じ
折
、
豊
浦
の
郡
杉
が
谷
と
い
ふ
所
に
て

　
　

８
豊
浦
な
る
硯
の
海
の
雨
晴
れ
て
文
字
の
関
路
の
薄
墨
に
見
ゆ

　

詞
書
傍
線
の
「
安
政
四
年
弥
生
」「
海
防
」
が
時
と
状
況
を
明
示
す
る
。
嘉

永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
、
翌
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
の

日
米
和
親
条
約
締
結
以
降
、
安
政
の
五
か
国
条
約
が
結
ば
れ
、
各
藩
の
外
国
船

舶
に
対
す
る
沿
岸
警
備
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
船
舶
交
通
の
要
衝
関
門
海

峡
に
面
し
、
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
萩
本
藩
と
支
藩
は
海
防
問
題
に
神
経
質
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
幕
府
の
大
船
建
造
禁
令
の
解
除
を
受
け
て
、
萩
藩
は
大

型
船
建
造
を
進
め
、
安
政
三
年
十
二
月
に
は
最
初
の
洋
式
軍
艦
丙
辰
丸
の
進
水

式
挙
行
、
同
四
年
五
月
に
萩
沖
の
海
上
で
操
船
訓
練
を
実
施
し
た
〔
20
〕。

　

そ
う
し
た
緊
迫
し
た
情
勢
下
、
敬
親
は
沿
岸
警
備
の
視
察
を
目
的
と
し
た
領

内
巡
検
（
安
政
四
年
三
月
一
日
～
六
月
二
十
四
日
）
を
実
施
す
る
。
６
・
７
番

歌
は
西
国
街
道
屈
指
の
眺
望
を
誇
る
佐
野
峠
で
の
休
憩
中
の
作
。
８
番
歌
は
関

門
海
峡
の
最
も
狭
い
部
分
を
見
降
ろ
す
山
中
の
杉
が
谷
か
ら
の
詠
。
特
に
後
者

は
軍
事
上
の
要
衝
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
中
で
は
そ
れ
ら
に
全
く
触
れ
な
い
。

旧
稿
の
７
番
歌
〈
解
説
〉
を
一
部
再
掲
す
る
。

　
　

�

７
番
歌
は
鷹
揚
さ
が
感
じ
ら
れ
王
者
の
風
格
が
漂
う
。
敬
親
の
泰
然
と
し

て
温
和
な
人
柄
が
滲
み
出
て
い
る
。
結
句
の
「
の
ど
け
さ
」
と
い
う
語
の

雰
囲
気
が
歌
全
体
を
包
み
込
み
、「
の
」
の
多
用
も
の
ん
び
り
と
し
た
調

子
を
醸
し
出
す
。
緊
迫
し
た
世
情
の
中
、
実
戦
的
な
訓
練
も
伴
っ
た
領
内

巡
視
。
家
臣
・
陪
臣
・
諸
兵
た
ち
は
精
神
的
に
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
ト
ッ
プ
に
立
つ
藩
主
が
、
張
り
つ
め
た
弦
の
よ
う

な
緊
張
感
み
な
ぎ
る
歌
を
詠
ん
だ
な
ら
ば
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
野
立
場

で
茶
を
一
服
喫
し
て
、
の
ど
か
な
春
を
楽
し
む
ゆ
っ
た
り
と
し
た
歌
を
詠

む
主
君
。
悠
然
と
構
え
た
主
君
の
姿
と
そ
の
詠
歌
に
、
従
う
者
た
ち
は
感

服
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

ペ
リ
ー
来
航
以
降
の
幕
末
期
、
萩
藩
内
で
は
攘
夷
の
嵐
が
吹
き
す
さ
び
、
あ

わ
せ
て
国
粋
排
外
思
想
も
跋
扈
し
た
。
吉
田
松
陰
は
嘉
永
六
年
十
二
月
三
日
の

兄
梅
太
郎
宛
書
簡
に
次
の
自
詠
二
首
を
記
す
〔
21
〕。

　
　

�

亜あ

墨ぼ
く

奴ど

が
欧よ
う

羅ら

を
約
し
来
た
る
と
も
備そ
な
への
あ
ら
ば
何
か
恐
れ
ん

　
　

備
と
は
艦か
ん

と
礮は
う

と
の
謂い
ひ

な
ら
ず
吾
が
敷
島
の
大
和
魂

　

高
杉
晋
作
と
並
ん
で
松
下
村
塾
の
双
璧
と
呼
ば
れ
た
俊
才
久
坂
玄
瑞
は
、

『
江
月
斎
遺
集
』〔
22
〕

の
附
録
歌
集
で
、

　
　

�

ち
は
や
ぶ
る
神
の
御み

剣つ
る
ぎ

振
り
起
こ
し
醜し
こ

の
蝦え
み
し夷
を
き
り
島
の
山
［
こ
と

に
ふ
れ
て
詠
め
る
歌
ど
も
］

　
　

�

い
ざ
や
子
ら
剣
つ
る
ぎ

研と

ぎ
佩は

け
梓
弓
靫ゆ
ぎ

取
り
負
ひ
て
都
に
行
か
ん
［
思
ふ
こ
と

あ
り
て
詠
め
る
］

な
ど
と
い
っ
た
歌
を
残
し
て
い
る
。

　

敬
親
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
徳
山
藩
第
八
代
藩
主
毛
利
広
鎮
（
そ
の
息
が

敬
親
の
養
子
と
な
っ
て
萩
藩
十
四
代
元
徳
に
な
る
）
も
歌
集
『
類
題
玉
函
集
』

の
中
で
、

－�86�－



　
　

249�
垂
乳
根
に
受
け
し
こ
の
身
は
惜
し
け
れ
ど
君
が
た
め
に
は
捨
て
ざ
ら
め

や
は
［
赤
心
報
国
］

　
　

296�
文
字
の
こ
と
横
走
り
し
て
書
き
蝦え
み
し夷
豊
葦
原
を
仰あ
ふ

ぎ
来
に
け
り
［
夷
人

来
朝
］〔
23
〕

と
い
っ
た
歌
を
残
し
た
。
幕
末
の
四
賢
侯
と
呼
ば
れ
た
松
平
春
嶽
（
慶
永
）
も
、

安
政
の
大
獄
で
死
刑
に
処
さ
れ
た
藩
士
橋
本
左
内
の
記
念
碑
を
建
て
た
頃
、

　
　

�

皇
国
の
た
め
に
尽
し
し
功
い
さ
を
しは
千
代
に
尽
き
せ
じ
こ
れ
の
石い
し
ぶ
み碑
［
小
塚
原
な

る
橋
本
綱
紀
の
記
念
碑
落
成
し
け
る
頃
、
弟
橋
本
綱
常
が
芝
紅
葉
館
に
て

申
告
祭
し
け
る
折
］

と
詠
み
、
雑
の
部
で
は
、

　
　

�

朝あ
さ

に
日け

に
高
き
卑
し
き
お
し
な
べ
て
国
の
た
め
に
と
身
を
尽
く
し
て
よ

［
愛
国
］

と
詠
じ
て
い
る
〔
24
〕。

　

松
陰
・
玄
瑞
ら
の
師
弟
は
さ
る
も
の
な
が
ら
、
支
藩
徳
山
藩
主
や
福
井
藩
主

春
嶽
の
詠
作
ら
と
比
べ
て
も
、『
露
山
集
』
の
前
掲
６
～
８
番
歌
の
（
緊
迫
し

た
時
の
中
に
在
っ
て
の
）
泰
然
自
若
と
し
た
鷹
揚
な
詠
み
ぶ
り
は
際
立
っ
て
い

る
。
先
に
掲
出
し
た
拙
稿
で
、「
ト
ッ
プ
に
立
つ
藩
主
が
、
張
り
つ
め
た
弦
の

よ
う
な
緊
張
感
み
な
ぎ
る
歌
を
詠
ん
だ
な
ら
ば
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
（
傍
線
）」

と
述
べ
た
が
、『
露
山
集
』
三
十
首
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
敬
親

詠
の
中
に
も
、
右
掲
の
松
陰
以
下
の
歌
に
顕
著
な
、
勤
皇
を
鼓
舞
し
攘
夷
を
率

先
し
て
推
進
し
よ
う
と
す
る
歌
は
一
首
も
見
ら
れ
な
い
〔
25
〕。
ま
さ
に
、
い
か

な
る
時
と
場
合
で
あ
れ
、
悠
然
と
し
て
鷹
揚
な
歌
を
詠
じ
て
い
る
点
を
敬
親
詠

第
一
の
特
質
と
見
た
い
。

　

第
二
の
特
質
と
し
て
「
弱
き
も
の
へ
ま
な
ざ
し
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
『
露
山
集
』
全
三
十
首
中
に
詞
書
き
を
含
め
て
、
人
物
を
指
し
示
す
固
有
名

詞
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
辛
う
じ
て
「
君
が
世
（
代
）」（
12
・
13
番
歌
）
の
「
君
」

が
天
皇
を
指
し
、「
亡
き
人
」（
18
番
歌
）
が
詞
書
と
歌
意
か
ら
大
内
義
隆
を
指

す
こ
と
が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
。「
心
あ
る
じ
」（
５
番
）
が
敬
親
と
家
臣
を
招

待
し
た
主
人
を
暗
示
す
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。
至
尊
・
貴
顕
を
詠
む
の
は
こ

の
程
度
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
名
も
な
い
農
民
、
市
井
の
民
草
を
題
材
と
し
て
詠
む
歌
は
多
い
。

22
番
か
ら
の
五
首
は
「
人
々
雪
の
歌
詠
め
る
を
見
て
」
題
だ
が
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
ら
れ
、
歌
中
に
詠
ま
れ
る
の
は
「
賤
の
女
」「
舟
人
」「
鄙
人
」
と
い
っ
た

語
で
あ
る
。

　

題
材
だ
け
で
は
な
い
。

　
　

27�

隅
田
川
渡
し
守も

る
身
は
辛
か
ら
ん
蓑
を
担
げ
の
雪
お
ろ
し
に
て
［
雪
の

頃
河
原
に
て
］

　

右
は
、
隅
田
川
の
渡
し
守
を
詠
む
が
、
担
い
だ
蓑
に
雪
が
吹
き
付
け
て
そ
れ

を
払
い
つ
つ
仕
事
に
従
事
す
る
の
を
「
さ
ぞ
か
し
辛
い
で
あ
ろ
う
」
と
詠
む
。

そ
こ
に
は
敬
親
の
思
い
や
り
と
と
も
に
優
し
い
ま
な
ざ
し
が
看
取
で
き
る
。

　
　

11�

村
雨
よ
な
ど
さ
は
降
る
ぞ
秋
の
田
の
刈
り
干
す
暇
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
を

［
村
雨
］

　

右
の
歌
中
に
は
、「
人
」
は
文
字
と
し
て
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
傍
線

「（
秋
の
田
を
）
刈
っ
て
干
す
」
主
語
は
農
民
た
ち
で
あ
る
。
寂
蓮
の
「
村
雨
の

露
も
ま
だ
ひ
ぬ
真
木
の
葉
に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
れ
」〔
新
古
今
・
秋
下
〕

を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
村
雨
は
秋
の
景
物
と
し
て
歌
人
た
ち
に
好
ん
で
詠
ま

れ
て
き
た
。
伝
統
的
な
美
の
世
界
の
景
物
と
さ
れ
た
「
村
雨
」
を
、
敬
親
歌
は

稲
刈
り
・
稲
木
干
し
と
い
う
農
業
の
邪
魔
に
な
る
も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え

る
。
領
民
（
農
民
）
の
苦
労
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は
、
人
に
注
が
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
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�

３
春
深
み
折
る
人
も
な
き
早
蕨
は
棘お
ど
ろの
下
に
朽
ち
や
果
て
な
ん
［
早
蕨
］

　

春
が
深
ま
っ
た
た
め
に
採
る
人
も
い
な
い
早
蕨
が
棘
（
茨
や
茅
な
ど
が
繁
茂

し
て
冬
に
枯
れ
た
も
の
）
の
下
で
、
ほ
ど
ろ
（
伸
び
す
ぎ
て
使
い
物
に
な
ら
な

い
蕨
）
と
な
っ
て
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
詠
む
。「
な
ほ
ざ
り
に
焼
き
捨
て
し
野

の
早
蕨
は
折
る
人
な
く
て
ほ
ど
ろ
と
や
な
る
」〔
山
家
集
・
春
・
一
六
一
〕
に

似
る
が
、
西
行
詠
が
適
当
に
火
を
つ
け
て
焼
野
に
し
た
下
か
ら
萌
え
出
た
早
蕨

が
ほ
ど
ろ
と
な
っ
て
繁
っ
て
い
る
の
を
詠
む
の
に
対
し
て
、
敬
親
詠
は
、
春
が

深
ま
っ
て
他
に
も
山
野
草
が
茂
る
中
、
誰
に
も
摘
み
取
ら
れ
な
い
ま
ま
ほ
ど
ろ

と
な
っ
て
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
詠
む
。
忘
れ
去
ら
れ
見
捨
て
ら
れ
た
も
の
へ
の

温
か
い
ま
な
ざ
し
で
あ
る
〔
26
〕。

　

た
だ
し
、
あ
え
て
一
言
加
え
る
。
賤
の
女
（
大
原
女
）
や
船
頭
、
あ
る
い
は

農
民
な
ど
、
弱
き
者
へ
の
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
窺
わ
せ
る
歌
は
、
何
も
敬
親
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
あ
げ
た
松
平
春
嶽
の
『
春
嶽
遺
稿
』
を
閲
し
て

も
、
以
下
の
よ
う
な
歌
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　

Ａ�

秋
の
田
の
実
り
い
か
に
と
思
ふ
か
な
野
分
の
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も

［
九
月
十
五
日
、
野
分
の
風
激
し
う
吹
き
け
る
に
］

　
　

Ｂ
数
々
の
宝
は
宝
な
ら
ず
し
て
宝
す
な
は
ち
国
の
民
草
［
民
］

　
　

Ｃ�

愚
か
な
る
我
が
身
な
れ
ど
も
朝
夕
に
民
安
か
れ
と
祈
る
ば
か
り
ぞ
［
述

懐
］

　

し
か
し
、
Ａ
「
秋
の
田
」
歌
が
、
春
嶽
自
身
が
「
実
り
を
い
か
に
と
思
う
」

と
率
直
な
吐
露
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
の
11
番
の
敬
親
歌
な
ど
は
、「
刈
り

干
す
」
と
い
う
動
詞
を
使
う
こ
と
で
、
そ
の
主
語
で
あ
る
農
民
を
歌
の
中
に
現

出
せ
し
め
、「
刈
り
干
す
暇
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
」
か
ら
は
、「
さ
ぞ
か
し
領
民

た
ち
も
困
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
な
あ
」
と
い
う
領
民
へ
の
思
い
が
読
み
取

れ
る
。
Ｂ
・
Ｃ
も
非
常
に
直
截
的
に
民
の
平
安
を
祈
念
す
る
。
が
、『
露
山
集
』

の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
春
嶽
詠
の
よ
う
な
赤
裸
々
な
思
い
の
表
白
は
見
ら
れ

な
い
。
弱
き
者
に
寄
り
添
い
な
が
ら
同
じ
目
線
の
高
さ
で
相
手
を
思
い
や
る
、

優
し
い
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
こ
こ
に
敬
親
詠
の
第
二
の
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　

八　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
考
察
し
た
内
容
を
ま
と
め
る
。

　
『
露
山
集
』
は
、
毛
利
敬
親
没
後
に
そ
の
遺
徳
を
偲
ぶ
人
物
・
集
団
に
よ
っ

て
編
ま
れ
た
他
撰
遺
稿
歌
集
と
思
わ
れ
る
。
書
名
は
、
敬
親
が
山
口
移
鎮
後
に

茶
事
に
こ
と
よ
せ
て
貴
賤
上
下
か
ら
広
く
国
事
に
関
す
る
意
見
を
聞
い
た
茶

室
、
露
山
堂
に
由
来
す
る
。

　

成
立
は
、
外
部
徴
証
が
な
い
た
め
判
然
と
は
し
な
い
が
、
歌
集
内
部
で
敬
親

を
「
前
権
大
納
言
従
二
位
」
と
表
記
し
て
い
る
点
、
且
つ
、
敬
親
没
後
の
配
り

本
と
思
さ
れ
る
点
か
ら
、
敬
親
薨
去
の
明
治
四
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
従
一
位

が
追
贈
さ
れ
る
四
月
二
十
九
日
ま
で
間
に
上
梓
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
露
山
集
』
に
は
、
嵯
峨
実
愛
の
書
「
露
山
」
が
題
字
と
し
て
配
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
露
山
堂
内
に
掲
げ
ら
れ
た
扁
額
の
書
を
模
刻
し
て
流
用
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
山
口
移
鎮
を
き
っ
か
け
に
、
山
口
に
藩

庁
を
整
備
し
た
際
に
露
山
堂
を
建
て
、
そ
の
扁
額
を
実
愛
に
懇
望
し
て
い
た
。

こ
の
時
、
実
愛
は
正
二
位
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

敬
親
が
没
し
た
明
治
四
年
三
月
二
十
八
日
に
は
、
実
愛
は
逆
退
叙
（
降
階
）
に

よ
り
従
二
位
と
な
っ
て
い
た
。『
露
山
集
』
冒
頭
の
題
字
「
露
山
」
に
「
正
二
位
」

と
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
露
山
堂
の
扁
額
の
文
字
を
流
用
し
て
短
期
間
で

歌
集
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
が
裏
付
け
で
き
た
。
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山
口
県
文
書
館
蔵
『
毛
利
敬
親
公
詠
草
』『
上
山
氏
所
蔵
忠
正
公
御
詠
草
』
は
、

『
露
山
集
』
と
同
一
歌
を
収
載
す
る
が
、
前
者
は
現
存
版
本
の
『
露
山
集
』
と

は
別
な
（
あ
る
い
は
稿
本
か
）
本
文
が
鴻
嶺
神
社
に
存
し
た
可
能
性
を
窺
わ
せ

る
。
後
者
は
露
山
堂
移
築
計
画
推
進
の
中
枢
と
し
て
働
い
た
上
山
清
也
が
何
ら

か
の
形
で
関
与
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
存
『
露
山
集
』
本
文
を
推
敲
・

改
訂
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
窺
わ
せ
る
。

　

敬
親
詠
の
特
質
を
二
つ
挙
げ
た
。
一
つ
は
、
尊
皇
攘
夷
の
嵐
の
吹
き
す
さ
ぶ

中
、
い
か
な
る
時
と
場
合
で
あ
れ
、
敬
親
は
泰
然
自
若
と
し
た
鷹
揚
な
歌
を
詠

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
農
民
・
船
頭
な
ど
の
弱
き
者
を
歌
に

詠
む
こ
と
も
多
く
、
そ
の
歌
か
ら
は
、
か
弱
き
対
象
に
寄
り
添
い
な
が
ら
同
じ

目
線
の
高
さ
に
立
っ
て
相
手
を
思
い
や
る
、
優
し
い
ま
な
ざ
し
が
窺
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

敬
親
が
そ
の
歌
の
中
で
、
攘
夷
を
鼓
舞
す
る
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
点
、
か
弱

き
市
井
の
民
草
の
心
中
を
思
い
や
っ
て
彼
ら
に
温
か
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
た

点
、
決
し
て
敬
親
が
ひ
弱
で
魯
鈍
な
「
そ
う
せ
い
侯
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
。
沈
思
黙
考
し
そ
の
英
邁
さ
を
内
に
秘
め
た
藩
主
で
あ
っ
た
と
、
そ
の

詠
作
が
語
っ
て
い
る
。

〔
注
〕

１�　

小
野
美
典
「
毛
利
敬
親
歌
集
『
露
山
集
』
注
釈
稿
」〔
日
本
大
学
法
学
部
『
桜

文
論
叢
』
一
〇
八
巻
、
令
和
５
年
９
月
〕。
以
下
「
旧
稿
」
と
呼
ぶ
。

２�　

作
家
の
司
馬
遼
太
郎
が
『
峠
』
や
『
世
に
棲
む
日
日
』
の
中
で
、
敬
親
が

藩
士
た
ち
か
ら
「
そ
う
せ
い
侯
（
公
）」
と
陰
口
を
叩
か
れ
る
、
と
描
写
す

る
。
加
え
て
、
司
馬
の
作
品
を
原
拠
と
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
に
よ
り
、

定
見
を
持
た
な
い
愚
鈍
な
「
そ
う
せ
い
公
」
と
い
う
人
物
像
が
定
着
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
描
く
敬
親
の
虚
像
か
ら
離
れ
、
そ
の
実

像
に
迫
る
研
究
が
近
年
な
さ
れ
て
い
る
旨
も
旧
稿
で
述
べ
た
。

３�　

日
野
政
治
「
露
山
堂
の
略
記
」〔『
防
長
史
談
会
雑
誌
』
二
五
号
、
明
治
44

年
11
月
〕

４�　

臼
杵
華
臣
『
露
山
堂
略
史
』〔
露
山
堂
茶
会
、
昭
和
50
年
２
月
〕

５�　

丹
羽
博
亨
「
萩
の
茶
室
（
２
）」〔『
広
島
工
業
大
学
研
究
紀
要
』
八
巻
一
号
、

昭
和
48
年
11
月
〕

６�　

上
符
達
紀
「
明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
「
維
新
」
の
顕
彰
―
「
甲
子
殉
難

士
」
の
東
光
寺
改
葬
事
業
と
「
露
山
堂
」
移
築
保
存
事
業
を
中
心
に
」〔
山

口
県
県
史
編
さ
ん
室
編
『
山
口
県
史
研
究
』
二
七
号
、
平
成
31
年
３
月
〕

７�　

田
中
助
一
『
毛
利
敬
親
と
茶
道
』〔
史
都
萩
を
愛
す
る
会
、
昭
和
46
年
２

月
〕。
傍
線
は
小
野
（
以
下
同
断
）。

８�　

請
求
記
号
は
Ｙ
九
一
一
・
一
／
Ｄ
六
。
な
お
、
該
本
の
本
文
一
丁
上
段
に

は
山
口
県
立
山
口
図
書
館
の
朱
印
が
押
さ
れ
、
下
段
に
は
「
明
治
三
十
九
年

十
月
二
十
日
河
内
才
三
寄
贈
」
と
書
か
れ
た
紙
片
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。

９�　

田
中
は
全
十
丁
と
す
る
が
、
表
紙
・
題
字
を
含
め
た
丁
数
か
。

10�　

日
本
史
籍
協
会
編
『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
一
～
三
〔
東
京
大
学
出
版
会
の
昭

和
47
年
１
～
２
月
復
刻
版
に
依
る
〕。

11�　

実
愛
九
十
一
歳
の
賀
に
際
し
て
の
歌
集
『
千
代
の
古
道
』〔
小
杉
榲
邨
編
・

刊
、
明
治
40
年
７
月
〕。
こ
の
冒
頭
に
「
従
一
位
勲
一
等
嵯
峨
実
愛
略
歴
」

が
録
さ
れ
る
。

12�　

注
10
の
三
巻
の
三
二
〇
～
三
二
一
頁
。

13�　

修
史
局
編
『
百
官
履
歴　

上
』〔
日
本
史
籍
協
会
、
昭
和
２
年
10
月
、
一

六
七
～
一
七
〇
頁
〕

14�　

実
愛
の
大
納
言
依
願
退
任
を
告
げ
る
「
太
政
官
日
誌
」〔
橋
本
博
編
著
『
改
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訂�

維
新
日
誌�

第
三
巻
』
名
著
刊
行
会
、
昭
和
41
年
６
月
〕
の
明
治
四
年
七

月
十
四
日
の
記
事
で
も
「
従
二
位
」
と
明
記
さ
れ
る
。

15�　

以
上
は
、
田
中
助
一
「
萩
藩
に
お
け
る
後
北
条
氏
」〔
山
口
県
地
方
史
学

会
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
三
八
号
、
昭
和
52
年
10
月
〕
に
依
る
。

16�　

馬
場
六
郎
（
紫
溟
）
編
『
明
治
廿
六
年
九
月
調
査�

神
職
教
職
々
員
録�

甲
』

〔
博
公
書
院
、
明
治
26
年
９
月
、
一
四
頁
〕。
な
お
、
明
治
三
十
二
年
四
月
二

十
二
日
付
け
で
別
格
官
幣
社
豊
栄
神
社
宮
司
を
依
願
免
職
し
て
い
る
（『
官

報
』
第
四
七
三
九
号
）。

17�　

注
４
の
五
～
六
頁
。

18�　

山
口
県
編
『
防
長
郷
土
資
料
文
献
解
題�

第
２
集
』〔
山
口
県
総
務
部
文
教

課
、
昭
和
29
年
３
月
、
三
四
頁
、
御
薗
生
翁
甫
執
筆
〕

19�　

七
章
で
引
用
す
る
歌
は
、
稿
者
の
私
解
に
依
り
適
宜
漢
字
・
仮
名
を
改
訂

し
て
通
読
し
や
す
い
本
文
と
し
た
。

20�　

こ
の
辺
り
は
旧
稿
の
６
～
８
番
歌
〈
解
説
〉
に
詳
述
。

21�　

山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集　

七
巻
』〔
大
和
書
房
、
昭
和
47
年

８
月
、
二
〇
九
頁
〕。
亜
墨
奴
は
ア
メ
リ
カ
、
欧
羅
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
礮
は

大
砲
の
意
。

22�　

久
坂
玄
瑞
『
江
月
斎
遺
集�

坤
』〔
久
坂
道
明
、
明
治
10
年
２
月
〕。［　

］

内
は
詞
書
、
以
下
同
断
。

23�　

小
野
美
典
「〈
資
料
紹
介
・
翻
刻
〉（
山
口
県
文
書
館
蔵
）
毛
利
広
鎮
『
類

題
玉
函
集�

下
』」〔『
山
口
国
文
』
三
三
号
、
平
成
22
年
３
月
〕

24�　
『
春
嶽
遺
稿　

巻
四
』〔
私
家
版
、
明
治
34
年
10
月
〕

25�　

天
皇
の
御
代
を
寿
ぐ
と
い
う
点
で
、
か
ろ
う
じ
て
12
・
13
番
歌
が
勤
王
歌

に
近
い
。
そ
れ
で
も
、
春
嶽
の
「
朝
に
日
に
」
歌
ほ
ど
直
截
的
な
詠
み
ぶ
り

は
し
て
い
な
い
。

　
　

�

13
君
が
代
は
長
門
の
浦
の
真
砂
に
て
詠
め
ど
も
尽
き
ぬ
た
め
し
な
り
け
り

［
祝
の
心
を
］

26�　
「
棘
」
が
公
卿
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
旧
稿
を
参

照
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
・
写
真
撮
影
・
写
真
デ
ー
タ
の
利
用

許
諾
に
関
し
て
山
口
県
立
山
口
図
書
館
に
便
宜
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
、
露
山
堂

内
の
茶
室
に
掛
け
ら
れ
た
扁
額
の
調
査
・
写
真
撮
影
に
関
し
て
は
、
山
口
市
総

務
部
管
財
課
に
便
宜
を
賜
わ
り
、
写
真
掲
載
の
許
諾
に
つ
い
て
は
山
口
市
よ
り

使
用
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

�

（
お
の
・
よ
し
の
り
）
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